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＜ご来場の際のお願い＞
本社ビル駐車場は工事中のため使用できません。
大変ご不便をおかけいたしますが、ご来場の際は公共交通機
関をご利用くださいますようお願い申しあげます。
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第４期 
定時株主総会
招集ご通知
2025年６月13日（金曜日）
午前10 時（受付開始：午前９時）

日時

金沢市広岡二丁目12番６号
北國フィナンシャルホールディングス
本社ビル３階メインホール

（末尾の株主総会会場ご案内略図をご参照ください。）

場所

2025年６月12日（木曜日）
午後５時30分

書面（郵送）またはインターネット等による
議決権行使の期限



株 主 各 位 証券コード7381
2025年５月23日

石川県金沢市広岡二丁目12番６号

代表取締役社長 杖　村　修　司

１．日　　時 2025年６月13日（金曜日） 午前10時

２．場　　所
金沢市広岡二丁目12番６号
北國フィナンシャルホールディングス本社ビル３階メインホール

３．会議の
目的事項

報告事項 第４期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の
監査結果報告の件

決議事項 第１号議案　定款一部変更の件
第２号議案　監査等委員でない取締役5名選任の件
第３号議案　監査等委員である取締役4名選任の件

　当社ウェブサイト（「株主総会情報」の頁）
　以下のURLにアクセスして、「第4期定時株主総会」をご覧ください。
　　https://www.hfhd.co.jp/ir/stock/soukai/

　東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
以下のURLにアクセスして、「銘柄名（会社名）」に「北國フィナンシャルホールディ
ングス」または「コード」に「7381」（半角）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧
書類/PR情報」の順に選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第４期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第４期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　なお、「議決権行使についてのご案内」のとおり、書面（郵送）またはインターネット等により
議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、
2025年月6月12日（木曜日）営業時間終了時（午後５時30分）までに議決権を行使くださいますよ
うお願い申しあげます。

敬　具
記

以　上

■株主総会資料のウェブサイト掲載について
　本総会の招集に際しては、会社法の定めに従って電子提供措置をとっており、株主総会参考書類等の
内容である情報（電子提供措置事項）は、以下のインターネット上の各ウェブサイトに掲載しています
ので、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
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【事業報告】
・企業集団および当社の財産および損益の状況　　・企業集団の主要な営業所等の状況
・企業集団の使用人の状況　　　　　　　　　　　・会計監査人に関する事項
・業務の適正を確保する体制　　　　　　　　　　・特定完全子会社に関する事項
・親会社等との間の取引に関する事項
【連結計算書類ならびに計算書類】
・連結株主資本等変動計算書　　　　　　　　　　・連結注記
・株主資本等変動計算書　　　　　　　　　　　　・個別注記

■本書からの一部記載の省略について
　電子提供措置事項のうち下記については法令および当社定款の定めに従い、上記の各ウェブサイトに
「第4期定時株主総会招集ご通知交付書面への記載を省略した事項」として掲載しておりますので、そ
ちらをご覧ください。

　なお、これらは監査等委員会が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して
監査対象となった事項であります。

■電子提供措置事項に修正が生じた場合
　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、修正した旨、修正前の事項および修正後の事項を、1頁の
各ウェブサイトに掲載させていただきます。

■株主総会資料の書面交付請求手続きについて
　次回以降、株主総会参考書類等の印刷書面をご希望の株主さまは、株主名簿管理人（三井住友信託銀
行証券代行部　0120-782-031)または証券口座を開設されている証券会社に書面交付請求の手続きを
お申し出ください。

■当日ご出席にあたってのご注意
　当日ご出席の際は、お手数ながらお送りしました議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
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　当社ウェブサイト（「株主・投資家の皆さまへ」の頁）
　https://www.hfhd.co.jp/ir/

■IR情報について
　IR情報は、以下のURLにアクセスして、当社ウェブサイト「株主・投資家の皆さまへ」の頁をご確認
くださいますようお願い申しあげます。

「トップメッセージ」
はこちらのアイコン
をクリックしてくだ
さい。

「中長期経営戦略の
アップデート」はこ
ちらのアイコンをク
リックし、IRプレゼ
ンテーション頁の
「中長期経営戦略の
アップデート及び
2025年3月期決算
の概要」をクリック
してください。

「業績ハイライト」
はこちらのアイコン
をクリックしてくだ
さい。
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議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネット等で
議決権を行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送り
する議決権行使書用紙を会場受
付にご提出ください。（注）

本招集ご通知とあわせてお送り
する議決権行使書用紙に議案に
対する賛否をご表示のうえ、ご
返送ください。

次ページの案内に従って、議案
の賛否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2025年６月13日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

2025年６月12日（木曜日）
午後５時30分到着分まで

2025年６月12日（木曜日）
午後５時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

※ライブ配信ご視聴の際は、「株主番号」ならびに「郵便番号」が必要になりますので、郵送
の前にお手元にお控えください。

（注）代理人により議決権を行使される場合は、当社の議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会に
ご出席いただけます。その際は、代理権を証明する書面を議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出くださ
い。

こちらに議案の賛否をご記入ください。
第1号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印
第2・3号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

※議決権行使書はイメージです。

書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成
の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有
効な議決権行使としてお取り扱いいたします。またインターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最
後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本
見本

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使
コード」を入力

「ログイン」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

「パスワード」
を入力

実 際 に ご 使 用 に 
な る 新 し い パ ス
ワードを設定して
ください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネット等による議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

受付時間　午前9時～午後9時（土、日、祝日も受付）
機関投資家の皆さまにつきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し
込まれた場合には、当該電子行使プラットフォームにより議決権をご行使いただけます。
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株主総会ライブ配信のご案内
　

１ 当社の指定する下記ウェブサイトにアクセスしてください。

公開日時
　

2025年６月13日（金曜日）午前９時30分より
（株主総会は10時より開始いたします）

配信URL
　

https://mdpj.jp/interlude/hfhd/index.cfm

２ IDおよびパスワードを入力する画面が表示されますので、下記に従いIDおよびパスワードをご入力ください。

ID
　

お手元の議決権行使書用紙に記載されている株主番号（9桁の半角数字）

パスワード
　

お手元の議決権行使書用紙の住所欄に記載されている郵便番号（ハイフンを除く7桁の半角数字）

３ 「参加を申し込む」をクリックしご利用ください。

ライブ配信に関する
お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら、以下の窓口へお問い合わせください。
株式会社プロフォーカス
電話番号：0120-911-536（フリーダイヤル）
受付時間：６月13日（株主総会当日）　午前９時00分～株主総会終了まで
IDおよびパスワードのご質問につきましては、折り返しのご回答とさせていただく場合があります。

当日、株主総会の模様をインターネットによりライブ配信いたします。

ログイン画面で「株主番号」ならびに「郵便番号」が必要となりますので、議決権行使書を事前行
使で郵送する前に必ずお手元にお控えください。

＜ライブ配信ご視聴にあたってのご注意事項＞
　●ライブ配信をご視聴される株主さまは、当日会場にご出席いただく場合とは異なり、当日の決議にご参加いただくことができませ
ん。書面（郵送）またはインターネット等により事前に議決権行使をお願い申しあげます。（4～5頁をご参照ください）
　●ご使用のパソコンおよびインターネットの接続環境ならびに回線の状況等により、ご視聴いただけない場合があります。
　●ご視聴いただく場合の通信料金等は株主さまのご負担となります。
　●撮影、録画、録音、保存はご遠慮ください。
　● lDおよびパスワードの第三者への提供は固くお断りいたします。
　●ご出席される株主さまのプライバシーに配慮いたしまして、中継の映像は議長席および役員席付近のみとさせていただきます。
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事前質問のご案内
　

１ 当社の指定する下記ウェブサイトにアクセスしてください。

受付期間
　

2025年６月６日（金曜日）午後11時59分まで

受付URL
　

https://mdpj.jp/interlude/hfhd/index.cfm

２ IDおよびパスワードを入力する画面が表示されますので、下記に従いIDおよびパスワードをご入力ください。

ID
　

お手元の議決権行使書用紙に記載されている株主番号（9桁の半角数字）

パスワード
　

お手元の議決権行使書用紙の住所欄に記載されている郵便番号（ハイフンを除く7桁の半角数字）

３ 「事前質問を行う」をクリックしご利用ください。

株主総会でのご質問事項を事前にお寄せいただけます。

ログイン画面で「株主番号」ならびに「郵便番号」が必要となりますので、議決権行使書を事前行
使で郵送する前に必ずお手元にお控えください。

＜事前質問を行うにあたっての注意事項＞
　●ご質問はお一人さま３問まで、１問につき300字以内とさせていただきます。
　●いただきましたコメントは個別の回答はいたしかねますが、株主の皆さまの関心が特に高い事項につきましては後日ホームページ
にその内容を掲載させていただきます。
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　  株主総会参考書類
第１号議案 定款一部変更の件

現行定款 変更案

第１章 総則 第１章 総則
第１条（商号） 第１条（商号）
　当会社は、株式会社北國フィナンシャルホールディング
スと称し、英文では、Hokkoku Financial Holdings, Inc.
と表示する。

（新　設）

　当会社は、株式会社CCIグループと称し、英文では、
CCI　Group, Inc.と表示する。

附　則
第1条（商号）の変更は、2025年10月1日をもって効力を
生じるものとし、その効力発生日をもって本附則は削除す
る。

１. 提案の理由
　当社は、2021年10月1日に当社子会社である株式会社北國銀行の単独株式移転により持株会社とし
て設立し、銀行機能の更なる高度化を目指すと同時に、コンサルティング＆アドバイザリー業務、投資
業務など事業領域の拡大により、地域総合会社、地域コングロマリット経営を標榜し活動してまいりま
した。
　今般、これまで北陸三県を中心に株式会社北國銀行が築いたブランドを大切にしながら、これらの活
動を日本全体、世界に向けて加速していくため、当社のコーポレートブランドを刷新し、商号を「株式
会社北國フィナンシャルホールディングス」から「株式会社CCIグループ」へ変更することといたしま
した。
　「CCI（シーシーアイ）」は当社グループの組織文化として大切にしている「コミュニケーション×
コラボレーション×イノベーション」を表しています。グループ一丸となって、社内外すべてのステー
クホルダーの皆さまとのコミュニケーション＆コラボレーションによるイノベーションの創出により、
独自の未来を創造し、挑戦し、創造する地域、「ビジョナリーリージョン」の実現に向けて、取り組ん
で参ります。
　なお、商号変更につきましては、附則により2025年10月1日から実施することとし、実施日経過
後、当該附則は定款より削除するものといたします。

２. 変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

－ 8 －



第２号議案 監査等委員でない取締役５名選任の件

候補者
番　号 氏　　　名 現在の当社における地位および担当 2024年度の

取締役会出席状況

1
つえ

杖
 

　
むら

村  
しゅう

 修   
じ

司 （男性） 再　任
　

代表取締役社長 100％
(12回／12回)

2
い

井
 

　
がわ

川　　  
た け し

 武 （男性） 新　任
　

常務執行役員

3
きく

菊
 

　
ざわ

澤
 

　
とも

智
 

　
ひこ

彦 （男性） 新　任
　

4
う

宇
 

　
だ

田
 

　
さ

左
 

　
こん

近 （男性） 新　任
　

社外取締役監査等委員 100％
(12回／12回)

5
は

芳
 

　
が

賀
 

　
ふみ

文
 

　
ひこ

彦 （男性） 新　任
　

社外取締役監査等委員 100％
(12回／12回)

1 つ え

杖
む ら

村
 

 
しゅう

修
じ

司（男性）

(1961年７月６日生)

再 任
　■ 所有する当社の株式数
14,554株　

    1985年    4月 株式会社北國銀行入行
    2008年    6月 同　執行役員総合企画部長兼システム部長
    2009年    6月 同　取締役兼執行役員総合企画部長兼総合事務部長
    2010年    6月 同　常務取締役兼執行役員総合企画部長兼総合事務部長
    2011年    4月 同　常務取締役兼執行役員総合企画部長
    2013年    4月 同　常務取締役兼執行役員
    2013年    6月 同　専務取締役（代表取締役）
    2020年    6月 同　取締役頭取（代表取締役）

2021年10月 当社代表取締役社長（現任）

　■ 略歴ならびに当社における地位および担当

　
　■ 重要な兼職の状況
株式会社CCイノベーション　代表取締役会長

　■ 取締役候補者とした理由
杖村修司氏は、当社グループである北國銀行に入行後、経営企画の分
野に長く携わり、当社の根幹をなすプロジェクトにおいて組織横断的
に陣頭指揮を執り、企業価値の向上に大きく貢献しております。銀行
業務におけるビジネスモデル再構築やDX化を力強く推進し、2021年
10月より当社代表取締役社長に就任しております。長年にわたる経
験と知見を活かし、当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行するこ
とができる人物であり、取締役会の意思決定機能や監督機能のさらな
る実効性強化が期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたし
ました。

　取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（３名）は、
本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任をお願いいた
したいと存じます。
　なお、取締役候補者の選任については、任意の指名報酬委員会（社外取締役が委員の過半数を占めて
います。）における検討など、適切な手続きを経て選任されております。監査等委員会は、当該事業年
度における業務執行状況等を鑑み、各候補者は当社の取締役として適任であると判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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2 い

井
が わ

川
 

 
たけし

武（男性）

(1965年5月28日生)

新 任
　■ 所有する当社の株式数
3,788株　

    1988年    4月 株式会社北國銀行入行
    2017年    4月 同　執行役員総合事務部長兼システム部長
    2021年    3月 同　常務執行役員システム部長
    2025年    3月 当社　常務執行役員システム統括部長（現任）

　■ 略歴ならびに当社における地位および担当

　
　■ 重要な兼職の状況
重要な兼職はありません。

　■ 取締役候補者とした理由
井川武氏は、当社グループである北國銀行に入行後、主に、経営
企画・経営戦略、事務・システムの分野に長く携わり、これまで
の当社、および、北國銀行の事務改革やDX推進と内製開発体制の
構築において、プロジェクトリーダーとして大きな役割を果たし
てきました。リーダーシップと戦略的思考、これまでの実績によ
り、今後の当社グループの更なるDXとシステムモダナイズ、次期
コアバンキングシステムプロジェクトや自社開発システムの横展
開などの推進を期待し、取締役候補者といたしました。

3 き く

菊
ざ わ

澤
 

 
と も

智
ひ こ

彦（男性）

(1967年10月31日生)

新 任
　■ 所有する当社の株式数
3,269株　

    1991年    4月 株式会社北國銀行入行
    2020年    4月 同　執行役員マーケティング部長
    2021年    3月 同　執行役員総合企画部長
    2022年    3月 当社執行役員総合企画部長
    2023年    3月 同　常務執行役員総合企画部長

株式会社北國銀行常務執行役員総合企画部長
    2024年    3月 株式会社CCイノベーション代表取締役社長（現任）

　■ 略歴ならびに当社における地位および担当

　
　■ 重要な兼職の状況
株式会社CCイノベーション　代表取締役社長

　■ 取締役候補者とした理由
菊澤智彦氏は、当社グループである北國銀行に入行後、主要拠点
の営業店長を歴任する一方、経営企画・経営戦略、 ESG・サステ
ィナビリティ、マーケティング、コンサルティング、人事戦略、
デジタル・IT戦略など幅広い分野に携わり、コーポレート機能全
般の経験値、グループ全社最適での意思決定力など、当社取締役
に求められる資質を十分に発揮してきました。幅広い視野とバラ
ンス感覚、これまでの実績により、今後の当社グループ全体の企
業価値向上に一層の手腕発揮が期待できると判断し、取締役候補
者といたしました。
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4 う

宇
だ

田
 

 
さ

左
こ ん

近（男性）

(1955年5月22日生)

新 任 社 外
　■ 所有する当社の株式数
0株　

1981年    4月 日本鋼管株式会社（現JFEホールディングス株式会社）入社
    1989年    7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社
    1995年    12月 同　プリンシパル（パートナー）
    2006年    2月 日本郵政株式会社　執行役員
    2007年    10月 同　専務執行役
    2010年    5月 ビジネス・ブレークスルー大学　大学院教授
    2010年    7月 株式会社東京スター銀行　執行役最高業務執行責任者(COO)
    2011年    6月 株式会社荏原製作所　社外取締役
    2014年    6月 株式会社ビジネス・ブレークスルー　取締役
    2016年    4月 ビジネス・ブレークスルー大学　副学長
    2017年    11月 東京都都市計画審議会委員（現任）
    2019年    3月 株式会社荏原製作所　独立社外取締役取締役会議長
    2021年    6月 株式会社CCイノベーション　取締役
    2022年    6月 株式会社ドリームインキュベータ　社外取締役監査等委員(現任)
    2022年    6月 株式会社ストラテジー・アドバイザーズ　取締役副会長
    2022年    12月 パシフィックコンサルタンツ株式会社　社外取締役(現任)

2023年    5月 いちご株式会社　社外取締役(現任)
2023年    6月 当社社外取締役監査等委員(現任）

　■ 略歴ならびに当社における地位および担当

　
　■ 重要な兼職の状況
東京都都市計画審議会委員
株式会社ドリームインキュベータ　社外取締役監査等委員
パシフィックコンサルタンツ株式会社　社外取締役
いちご株式会社　社外取締役

　■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割
宇田左近氏は、マッキンゼー・アンド・カンパニーでのコンサルティ
ング・ファームや日本郵政株式会社、株式会社ビジネス・ブレークス
ルー等での豊富な経営経験に加え、株式会社荏原製作所では社外取締
役として取締役会議長を務めた経験から、企業経営者としての活動を
通じて培われた豊富かつ専門的な知見を有しております。当該知見を
活かして、特に経営企画・経営戦略、ガバナンス・リスクマネジメン
ト、マーケティング、コンサルティング、投資・ファンド運用・人事
戦略の分野について専門的な観点から、独立した立場で取締役会の意
思決定機能や監督機能のさらなる実効性強化が期待できると判断し、
社外取締役候補者といたしました。
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5 は

芳
が

賀
 

 
ふ み

文
ひ こ

彦（男性）

(1963年2月4日生)

新 任 社 外
　■ 所有する当社の株式数
0株　

    1985年    4 月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
    2015年    1 月 同　理事 インダストリー事業本部　金融第五事業部長
    2016年    6 月 同　執行役員 インダストリー事業本部 金融第五事業部長
    2018年    9 月 同　執行役員 GTS事業本部 金融第二営業本部長
    2020年    1 月 同　執行役員 GTS事業本部 金融第二事業本部長
    2021年    9 月 キンドリルジャパン合同会社 専務執行役員 金融事業本部長
    2022年    2 月 キンドリルジャパン株式会社 専務執行役員 金融事業本部長
    2022年    8 月 同　専務執行役員 金融事業本部長 兼 事業変革推進担当
    2023年    1 月 同　シニア・エグゼクティブ
    2023年    6 月 当社社外取締役監査等委員(現任）
    2023年    6 月 宮銀デジタルソリューションズ株式会社代表取締役社長(現任)

　■ 略歴ならびに当社における地位および担当

　
　■ 重要な兼職の状況
宮銀デジタルソリューションズ株式会社　代表取締役社長

　■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割
芳賀文彦氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社で執行役員、その後キ
ンドリルジャパン株式会社で専務執行役員金融事業本部長を務めるな
ど、企業経営者としての活動を通じて培われた豊富かつ専門的な知見
を有しております。当該知見を活かして、特に経営企画・経営戦略、
ガバナンス・リスクマネジメント、デジタル・IT戦略の分野について
専門的な観点から、独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機
能のさらなる実効性強化が期待できると判断し、社外取締役候補者と
いたしました。

（注）１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 宇田左近氏、芳賀文彦氏は社外取締役候補者であります。
３．宇田左近氏および芳賀文彦氏は現在当社の社外取締役でありますが、両氏の社外取締役とし

ての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
４. 当社は、社外取締役候補者 宇田左近氏、芳賀文彦氏との間で会社法第427条第１項に基づく

責任限定契約を締結しており、その契約内容の概要は次のとおりです。なお、宇田左近氏お
よび芳賀文彦氏の選任が承認された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。
・当該契約に基づく賠償限度額は、会社法第425条第1項各号に掲げる額の合計額を上限と

しております。
・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行につ

いて善意でかつ重大な過失がないときに限るものとします。
５. 当社は、宇田左近氏、芳賀文彦氏が社外取締役に就任した場合、東京証券取引所規則に定め

る独立役員として引き続き同取引所に届け出る予定であります。
６. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を

締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金および争訟費用を当該保険契約
により塡補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められるこ
ととなり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
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第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

候補者
番　号 氏　　　名 現在の当社における地位および担当 2024年度の

取締役会出席状況

1
よこ

横
 

　
ごし

越
 

　
あ

亜
 

　
き

紀 （女性） 新 任
　

常務執行役員

2
はら

原
 

　
だ

田
 

　
き

喜
み

美
え

枝 （女性） 再 任 社 外
　

社外取締役監査等委員 100％
(12回／12回)

3
きた

北
 

　
はら

原
 

　
みち

道
 

　
お

夫 （男性） 新 任 社 外
　

4
こ

小
み

宮
やま

山　　  
さ か え

 榮 （女性） 新 任 社 外
　

1 よ こ

横
ご し

越
 

 
あ

亜
き

紀（女性）

(1971年9月4日生)

新 任
　■ 所有する当行の株式数
2,687株　

    1994年    4月 株式会社北國銀行入行
    2022年    3月 同　執行役員人材開発部長

当社執行役員人材開発部長
    2023年    3月 同　常務執行役員人材開発部長

株式会社北國銀行常務執行役員人材開発部長
    2025年    3月 当社常務執行役員（現任）

　■ 略歴ならびに当社における地位および担当

　
　■ 重要な兼職の状況
株式会社北國銀行　常勤監査役
小松マテーレ株式会社　社外監査役

　■ 取締役候補者とした理由
横越亜紀氏は、当社グループである北國銀行に入行後、事務企画、
DX推進の経験と人的資本経営のリーダーとしての課題設定力を活
かし、企業価値向上に大きく貢献しております。当該知見を活か
して、当社グループ全体の業務執行の管理監督に手腕を発揮する
ことを期待し、取締役候補者といたしました。

　監査等委員である取締役は、本定時株主総会終結の時をもって全員が任期満了となります。つきまし
ては、監査等委員である取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
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2 はら

原
だ

田
き

喜
み

美
え

枝(女性)

(1968年8月21日生)

再 任 社 外
　■ 所有する当行の株式数
０株　

    1997年    4月 財団法人日本証券経済研究所　専任研究員
    2001年    4月 大東文化大学　経済学部専任講師
    2004年    4月 中央大学専門職大学院 国際会計研究科助教授
    2007年    4月 中央大学 国際会計研究科准教授
    2011年    1月 財務省 財政制度等審議会 財政投融資分科会委員
    2011年    4月 中央大学 商学部准教授
    2012年    4月 中央大学 商学部教授（現任）
    2013年    1月 金融庁 金融審議会委員
    2017年    3月 財務省 関税・外国為替等審議会委員（現任）
    2020年    10月 金融庁 市場制度ワーキング・グループ委員
    2022年    6月 三菱UFJ国際投信株式会社　社外取締役（現任）

（現　三菱UFJアセットマネジメント株式会社）
    2023年    6月 当社社外取締役監査等委員（現任）

　■ 略歴ならびに当社における地位および担当

　
　■ 重要な兼職の状況
中央大学 商学部教授
三菱UFJアセットマネジメント株式会社　社外取締役

　■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割
原田喜美枝氏は、中央大学商学部で教授を務めるほか、財務省や金融
庁の各種委員も務められ、金融政策や証券・株式市場の分野で豊富か
つ専門的な知見を有しております。当該知見を活かして、特に財務・
資本戦略、ESG・サステナビリティ、市場運用の分野について専門的
な観点から当社の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期
待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は社外
取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありません
が、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行すること
ができるものと判断しております。
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3 き た

北
は ら

原
 

 
み ち

道
お

夫（男性）

(1960年2月18日生)

新 任 社 外
　■ 所有する当行の株式数
0株　

    1983年    4月 日本銀行入行
    2011年    5月 同　金沢支店長
    2013年    7月 同　企画局審議役兼政策委員会審議役
    2015年    4月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　理事
    2017年    4月 同　執行役員
    2019年    6月 同　取締役執行役員
    2021年    4月 同　取締役常務執行役員
    2023年    4月 同　顧問
    2025年    4月 株式会社イマクリエ　顧問（現任）

　■ 略歴ならびに当社における地位および担当

　
　■ 重要な兼職の状況
株式会社イマクリエ　顧問

　■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割
北原道夫氏は、日本銀行にて金沢支店長、企画局審議役を務めるなど
金融実務経験が豊富であり、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
では取締役常務執行役員を務めた経歴から、企業経営者としての活動
を通じて培われた豊富かつ専門的な知見を有しております。当該知見
を活かして特に経営企画・経営戦略、財務・資本戦略、グローバル、
市場運用の分野について専門的な観点から当社の業務執行に対する監
督、助言等をいただくことを期待し、社外取締役候補者といたしまし
た。
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4 こ

小
み

宮
や ま

山
 

 
さかえ

榮（女性）

(1965年10月3日生)

新 任 社 外
　■ 所有する当行の株式数
0株　

    1988年    10月 英和監査法人（現　有限責任あずさ監査法人）
    1992年    2月 株式会社トミー（現　株式会社タカラトミー）
    2000年    3月 太田昭和監査法人（現　EY新日本有限責任監査法人）
    2014年    4月 イマニシ税理士法人（現任）
    2015年    7月 年金積立金管理運用独立行政法人　監事
    2017年    10月 年金積立金管理運用独立行政法人　経営委員兼監査委員（現任）
    2020年    8月 株式会社パイオラックス　社外取締役監査等委員（現任）
    2022年    6月 株式会社ナルミヤ・インターナショナル　監査役
    2024年    5月 株式会社ナルミヤ・インターナショナル　社外取締役監査等委員（現任）

　■ 略歴ならびに当社における地位および担当

　
　■ 重要な兼職の状況
イマニシ税理士法人　社員税理士
株式会社パイオラックス　社外取締役監査等委員
株式会社ナルミヤ・インターナショナル　社外取締役監査等委員
年金積立金管理運用独立行政法人　経営委員兼監査委員

　■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割
小宮山榮氏は、公認会計士としての永年にわたる活躍や年金積立金管
理運用独立行政法人経営委員兼監査委員としての経歴から、財務およ
び会計に関する分野や証券・株式市場の分野で豊富かつ専門的な知見
を有しております。当該知見を活かして特にガバナンス、リスクマネ
ジメント、財務・資本戦略、コンサルティング、市場運用の分野にお
いて専門的な観点から当社の業務執行に対する監督、助言等をいただ
くことを期待し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は社
外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませ
んが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行するこ
とができるものと判断しております。
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（注）１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 原田喜美枝氏、北原道夫氏、小宮山榮氏は社外取締役候補者であります。
３. 監査等委員である取締役候補者との責任限定契約について

当社は、監査等委員である取締役候補者 横越亜紀氏、北原道夫氏、小宮山榮氏が監査等委員
である取締役に就任した場合、各氏との間で会社法第427条第１項に基づく責任限定契約を
締結する予定です。その契約内容の概要は次のとおりです。
・当該契約に基づく賠償限度額は、会社法第425条第１項各号に掲げる額の合計額を上限と

しております。
・上記の責任限定が認められるのは、監査等委員である取締役がその責任の原因となった職

務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとします。
なお、監査等委員である取締役候補者 原田喜美枝氏の再任が承認された場合には、当該契約
を継続する予定であります。

４. 原田喜美枝氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となりま
す。

５. 当社は、原田喜美枝氏を東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届け出てお
ります。
なお、北原道夫氏、小宮山榮氏につきましても、独立役員として同取引所に届け出る予定で
あります。

６. 原田喜美枝氏につきましては、その名前が高名であるため、上記の通り記載しております
が、戸籍上の氏名は原喜美枝（はらきみえ）氏であります。

７．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を
締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金および争訟費用を当該保険契約
により塡補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められるこ
ととなり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
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ご参考 政策保有株式について

2022/9 2023/3 2023/9 2024/3 2024/9 2025/3
変更株式数 46,200 ー 2,091,216 31,700 471,740 ー
売却株式数 ー ▲3,700 ▲4,900 ▲239,800 ▲25,900 ▲582,400
合計株式数 46,200 42,500 2,128,816 1,920,716 2,366,556 1,784,156

上場株式はすべて保有しない

上場株式は原則保有しないが、一部銘柄について

戦略的観点から継続保有し、当社および保有先の

企業価値向上につなげていく方針

定量基準

資本収益率計算式
（資金収益＋役務収益＋配当ー経費）÷（（株式リ

スク・アセット＋貸出リスク・アセット）×8.０%)

定性基準 リレーションレベル
社会インパクト

政策保有株式の状況

■振り返りと今後の方針
2025年3月末までに2022年3月比で半減する目標を掲げ、取引先との対話を強化してまいりまし

た。その結果、株式は順調に削減し目標は前倒しで達成することができました。また、売却応諾を
得て保有目的を純投資に変更した株式も、市場動向を勘案し売却を実施しました。

一方、対話を進める中で一部銘柄は戦略的に保有し、「当社施策の実現と双方の企業価値向上」お
よび「社会的インパクトの実現」が見込めると判断し、保有方針の見直しを実施しました。
今般、政策保有株式の保有目的を以下で区分することとします。

①コラボレーションを通じ社会的インパクトの実現による双方の企業価値向上
②リレーションレベル向上により更なる先方企業価値向上

単なる安定株主とならぬよう保有基準を見直し、目的達成に向けた対話を強化することでガバナン
ス機能を確保します。

■政策保有株式残高推移 (単位：億円）
投資簿価 評価損益 政策保有株式時価残高÷連結純資産

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3

プライム市場         8先
（うち、地域銘柄7先）
スタンダード市場 10先
（うち、地域銘柄9先）181

411

138

386

68

325

61
159

114

410

20.7% 19.9% 22.1%

9.6% 9.2%

■売却状況（2022年9月～2024年9月　純投資へ保有目的変更分）

今後の政策保有株式について

■政策保有株式の保有方針の変更
　2022年3月～2025年3月　　　　　　　　　　　　2025年4月～

■保有基準
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ご参考 取締役に求める専門性と経験(スキルマトリクス)

取締役氏名

専門性と経験

経営企画
経営戦略

ガバナンス・
リスクマネジ
メント

財務・
資本戦略

ESG・
サステナ
ビリティ

マーケテ
ィング

コンサル
ティング

グローバ
ル

投資・
ファンド
運用

市場運用 人事戦略
デジタル
ＩＴ戦略

監
査
等
委
員
で
な
い
取
締
役

杖村修司 ◎ ● ◎ ◎ ● ◎ ● ◎ ◎

井川　武 ● ◎ ● ◎

菊澤智彦 ◎ ● ● ◎ ◎ ● ●

宇田左近 ◎ ◎ ● ◎ ● ◎

芳賀文彦 ● ◎ ◎

監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役

横越亜紀 ● ● ● ● ●

原田喜美枝 ● ● ●

北原道夫 ● ● ● ●

小宮山榮 ● ● ● ●

（本定時株主総会終結後の予定）

　　※監査等委員でない取締役には、特に期待する分野について◎で記載しております。
　　※上記一覧表は、各人の有するすべての知見や経験を表すものではありません。
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ご参考 社外取締役の独立性に関する判断基準

当社では、社外取締役の独立性基準を以下の各要件に該当しないものと定めております。
また社外取締役（候補者を含む）が各要件に該当しない場合、「独立」社外取締役に該当するものとい
たします。

１. 当社または当社の子会社等において前10年内に業務執行者であった者(※)
２. 当社または当社の子会社等を主要な取引先とする者またはその業務執行者

当社または当社の子会社等の主要な取引先またはその業務執行者
３. 弁護士、公認会計士または税理士、その他コンサルタントであって、役員報酬以外に、当社または

当社の子会社等から年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
４. 当社または当社の子会社等から1,000万円以上の寄付または助成を受けている組織の関係者
５. 当社の株式を10％以上保有する大株主または当該主要株主が法人である場合には、当該主要株主

またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者
６. 当社または当社の子会社等の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
７. 当社または当社の子会社等の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
８. 過去3年間において、上記２から７までのいずれかに該当していた者
９. 前各号に該当する者の配偶者または二親等以内の親族
10. 前各号の定めにかかわらず、その他、一般株主との間で恒常的に実質的な利益相反関係が生じ得る

特段の事由が存在すると認められる者

※業務執行者とは、業務執行取締役および執行役員、重要な使用人をいう。

以　上

－ 20 －



　  第４期事業報告 （2024年4月１日から2025年３月31日まで）

１．当社の現況に関する事項

　(1) 企業集団の事業の経過および成果等
(企業集団の主要な事業内容)

当社グループは、銀行持株会社である当社および株式会社北國銀行（以下、「北國銀行」といいま
す。）を含む連結子会社12社から構成される企業集団であり、石川県、富山県、福井県の北陸3県を主要
な地盤として、銀行業務に加え、リース業務、コンサルティング業務、ファンド運営業務、投資助言業務
等の総合サービスを地域の皆さまに提供しております。

(一般経済)
わが国経済は、堅調な企業業績に支えられ、緩やかな景気回復が続いています。物価高を上回る賃上げ

や設備投資の拡大といった前向きな動きが広がることで、内需主導の景気回復の本格化に期待が高まりま
すが、トランプ米大統領による経済・外交政策やそれを受けた海外経済の動向、とくに自動車や中国への
関税引き上げによる国内製造業への影響には注意が必要となります。

(当地経済)
当地経済は、雇用・所得環境が持ち直す中で、北陸新幹線の敦賀延伸効果の持続なども見られることか

ら、引き続き緩やかな景気回復の動きが続いています。住宅投資や公共工事は復旧復興関連工事などによ
り着実に増加している一方、人手不足が一層深刻化しており、経済成長に向けた人手確保への対応が急務
となっています。

(企業集団の取り組みと業績)
　持株会社体制へ移行して3年が経ち、グループ各社とより一層シナジーを発揮し、グループ各社の垣根
を越えてプロジェクトベースで様々な取り組みを実行してまいりました。

　北國銀行では、個人のお客さまへの取り組みといたしまして「HOKKOKU　LIFE+（北國ライフタ
ス）」の加入者数が順調に増加を続け、2021年2月の開始から約4年で累計18万口座を突破いたしまし
た。2024年4月より日本初の預金型ステーブルコイン「トチカ」のサービスを開始いたしました。加盟
店手数料を1％以内に抑えることで加盟店の負担の少ないキャッシュレスサービスを提供し、地域のキャ
ッシュレス比率向上に貢献してまいります。また、デジタル化に不安を抱える法人、個人のお客さまに
は全営業店において、年間1万7,000回以上のインターネットバンキング教室や電子納税教室を開催
するなど、全てのお客さまがデジタルのメリットや利便性を実感いただけるよう取り組みを強化してお
ります。

CCイノベーションでは、2024年度コンサルティング契約件数は600件を超え、当地だけでなく東京
や大阪、名古屋等の都市部や海外のお客さまへの支援も広がりを見せてきました。また中堅企業や大企
業、地方公共団体、金融機関の課題解決にも取り組んでおり、今後もより多くのお客さまに寄り添いな
がら課題解決に向けたサポートを行ってまいります。

FDAlcoでは、日本の銀行では初の金融商品の販売や仲介を一切行わない「助言」に特化したビジネ
スモデル確立に向けて引き続き取り組み、「お客さま本位の業務運営」を実践しております。

QRインベストメントでは、独立行政法人中小企業基盤整備機構や石川県、県内の金融機関の皆さまと
ともにファンド総額100億円の能登半島地震復興支援ファンドを立ち上げました。いわゆる「二重ロー
ン」の解消を主な目的として、被災前の債権を買い取ることによって財務内容改善を図り、新たな資金
調達を支援し、能登半島地震における被災事業者の復旧・復興に向けた再生支援に取り組んでおり、債
権買取第1号案件となる投資決定を行いました。

COREZOでは、能登半島地震からの復興を後押しするクラウドファンディングや食品販売プロジェク
トも多く立ち上げ、当地での商社機能を発揮し、更なる当地の魅力発信、商品・サービスの発掘に取り
組んでおります。

社会貢献を通じた地域との接点強化につきましては以下のとおり取り組んでいます。
地域の金融リテラシー向上支援として、小学生から社会人まで幅広い層を対象とした金融教育の講師

派遣や、企業見学の受け入れ、資産形成や決済手段に関する情報提供などに取り組んでまいりました。
子育て支援事業として、2007年から継続して行っております「北國Happy!コンサート」は北陸3県の

園児や小学生に対して累計210回を超えるプロの生演奏を届けており、多方面より好評を得ております。
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　史上初の日本ハンドボールリーグ10連覇を成し遂げた女子ハンドボール部「北國銀行ハニービー」
は、「北國ハニービー石川」とチーム名称を変更し、新たに設立した株式会社ハニービースポーツが運
営する体制としました。小学生や中学生を対象に2024年度は13回ハンドボール教室を開催するなど、
地域との交流を大切に積極的に取り組んでまいりました。
　また、地域が抱える様々な課題を解決することを目的に、当社と株式会社北國新聞社と共同で株式会
社地域未来創造を設立しました。石川県全体の未来を見据えた地域づくりに貢献することを目指してお
ります。

環境を意識した経営戦略では、2030年度のCO₂排出量を2013年度比60％削減から100％削減目標に
引き上げ、本店隣地で建設中のHirooka Terraceが2万㎡超の高層テナントオフィスビルで全国発の
Nearly ZEBを取得するなど、ZEB（Net Zero Energy Buildingの略称）を前提とした新たな拠点の建
設やEV・HV車両の導入などの取り組みによりCO₂排出量は着実な削減が進んでおります。

社員に対する取り組みとしましては、2023年3月より導入しましたRS制度（従業員向け譲渡制限付株
式付与制度）において、2025年3月は総額約3.4億円の株式を付与いたしました。従業員に対し利益を
分かち合う制度を導入することで、チーム・組織へ貢献する意識の向上、オーナーシップマインドの向
上につなげ、株主の皆さまなどすべてのステークホルダーとともに価値観や持続的な企業価値の向上を
目指してまいります。

　こういった取り組みの結果、当社グループの2024年度の業績につきましては、次のとおりとなりまし
た。
　まず、損益面におきましては、経常利益は株式等売却益の減少により、前期比21億62百万円減少の
122億98百万円となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比９億34百万円減少の81
億20百万円となりました。
　主要勘定では、預金につきましては、公金預金が増加し、前期末比2,051億円増加の４兆8,848億円と
なりました。貸出金は、事業性貸出が増加し、前期末比1,809億円増加の２兆5,994億円となりました。
有価証券は前期末比3,836億円増加の１兆8,720億円となりました。
　また、株主の皆さまへの利益還元方針に基づき、2024年5月から2024年11月にかけて、自己株式を
約30億円、600千株取得いたしました。配当につきましては、中間配当として１株あたり60円を実施し
たほか、期末配当としても１株あたり60円を実施いたします。

当社は2025年10月に「北國フィナンシャルホールディングス」から「CCIグループ」に社名の変更
を予定しております。北國銀行を中心とする地域でのファイナンス事業の強化と、首都圏や海外への発
信等によりさらなるグループの事業領域拡大を図るCCIグループの２つのブランド体制で、これまで以
上に、お客さま、地域の皆さまの「想い」に寄り添い、対話を深め、地域の未来と皆さまに貢献しま
す。

なお、これらの取り組みや業績につきましては、毎年7月に発刊している統合報告書やホームページに
て紹介させていただいておりますが、今後も積極的な情報開示を行い、株主の皆さまとのより一層の関係
強化に努めてまいります。

(対処すべき課題)
当社グループを取り巻く経営環境は、日銀の金融政策修正による金利上昇の兆しや、物価上昇、米国の

新政権による関税政策の変化などにより経済の不確実性が高まっている状況です。加えて生成AIやフィン
テック技術の急激な加速に伴い、異業種の金融サービスへの参入やフィンテック企業が台頭したことで地
方銀行の競争環境は一段と厳しくなっています。

そのような環境の中、当社グループでは事業領域の更なる拡大を目的に、今年の10月に持株会社であ
る「北國フィナンシャルホールディングス」の商号を「CCI グループ」へ変更し、新たなブランディング
戦略を始動いたします。北國銀行の進化と発展を基盤としたブランドと、コンサルティング、海外事業、
投資・運用などの銀行業務以外の事業を進化させるブランドの二軸で戦略を展開していくことで、地域内
外に向けてより高度な金融サービスやビジネス支援、投資機会を提供いたします。また、このような事業
領域の拡大とともに率先してデジタルトランスフォーメーションやAIを活用し、業務効率化とイノベーシ
ョンの促進に貢献いたします。

地域経済の活性化や高齢化対策など地域課題への対応が求められ、お客さまの価値観も多様化する中
で、銀行の枠を超え北陸地域だけでなく首都圏や海外への展開・発信を強化することで、未来を構想し、
挑戦し、創造するビジョナリーリージョンを実現していきます。
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銀行業 その他の事業 合計
設備投資の総額 14,880 ― 14,880

内容 会社名 設備の内容 投資金額

銀行業 株式会社北國銀行

Hirooka Terrace新設 7,020
本店ビル改修 464

富山営業部新設 841
ソフトウェア 5,431

　(2) 企業集団の設備投資の状況
①　設備投資の総額

(単位：百万円)

(注)記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

②　重要な設備の新設等
(単位：百万円)

(注)記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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会社名 所在地 主要業務内容 資本金
当社が有する
子 会 社 等 の
議 決 権 比 率

株式会社北國銀行 金沢市広岡
２丁目12番６号 銀行業務

百万円

26,673
%

100.00

北国総合リース
株式会社

金沢市片町
２丁目２番15号 リース業務、延払売買業務

百万円

90
％

50.35

株式会社北国クレ
ジットサービス

金沢市片町
２丁目２番15号

クレジットカードに関する業務、
ローン業務

百万円

90
％

75.49

北国保証サービス
株式会社

金沢市広岡
２丁目12番６号 消費者金融に係る信用保証業務

百万円

90
％

18.33

株式会社COREZO 金沢市広岡
２丁目12番６号 ＥＣモール運営業務

百万円

285
％

100.00

北國債権回収株式会社 金沢市片町
２丁目２番15号 債権回収管理業務

百万円

500
％

95.00

株式会社
デジタルバリュー

東京都千代田区
丸の内１丁目8番2号 システムの開発、運用、保守業務

百万円

90
%

100.00

株式会社FDAlco 金沢市広岡
２丁目12番６号 投資助言業務

百万円

90
%

84.51

株式会社
CCイノベーション

金沢市広岡
２丁目12番６号 コンサルティング業務

百万円

100
%

100.00

株式会社
QRインベストメント

金沢市武蔵町
１番16号 投資業務、ファンド運営業務

百万円

90
%

100.00

株式会社
QRパートナーズ

金沢市武蔵町
１番16号 投資業務、ファンド運営業務

百万円

10
%

0.00

株式会社
ハニービースポーツ

金沢市広岡
２丁目12番６号 女子ハンドボールチーム運営

百万円

50
%

100.00

事業譲渡等の日付 事業譲渡等の状況

2025年3月1日
  株式会社CCイノベーションは2025年3月1日に、同社を存続会社、株式会

社BPOマネジメント（本店：石川県金沢市広岡2丁目12番6号）を消滅会社
とする吸収合併を実施しました。存続会社の名称、所在地、代表者、資本金
に変更はありません。

(3) 重要な親会社および子会社等の状況
①　親会社の状況

該当ございません。

②　子会社等の状況

（注）1．資本金は、単位未満を切り捨てて表示しております。
2．当社が有する子会社等の議決権比率は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
3．上記の重要な子会社等12社は、連結子会社および子法人等であります。
4．株式会社CCイノベーションは2025年3月1日に、同社を存続会社、株式会社BPOマネジメント（本店：石川県金沢市広岡2丁目
　　12番6号）を消滅会社とする吸収合併を実施しました。存続会社の名称、所在地、代表者、資本金に変更はありません。

③　重要な業務提携の概況
該当ございません。

④　事業譲渡等の状況
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氏名 地位および担当 重要な兼職

杖 村 修 司 代 表 取 締 役 社 長 株式会社ＣＣイノベーション　代表取締役会長

中 田 浩 一 代 表 取 締 役
常 務 執 行 役 員 小松ウオール工業株式会社　取締役監査等委員（社外）

角 地 裕 司 取 締 役
常 務 執 行 役 員 ー

鳥 越 伸 博 取 締 役
監 査 等 委 員 株式会社北國銀行　常勤監査役

大 泉 　 琢 社 外 取 締 役
監 査 等 委 員 ー

根 本 直 子 社 外 取 締 役
監 査 等 委 員

早稲田大学大学院　経営管理研究科教授
株式会社みずほ銀行　取締役監査等委員（社外）

宇 田 左 近 社 外 取 締 役
監 査 等 委 員

東京都都市計画審議会委員
株式会社ドリームインキュベータ　取締役監査等委員（社外）
パシフィックコンサルタンツ株式会社　取締役（社外）
いちご株式会社　取締役（社外）

芳 賀 文 彦 社 外 取 締 役
監 査 等 委 員 宮銀デジタルソリューションズ株式会社　代表取締役社長

原　田　喜美枝 社 外 取 締 役
監 査 等 委 員

中央大学商学部教授
財務省関税・外国為替等審議会委員
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社　取締役（社外）

２．会社役員に関する事項

(1) 会社役員の状況
(年度末現在)

（注）１.代表取締役社長 杖村修司は、株式会社北國銀行の取締役頭取（代表取締役）を2025年2月28日をもって辞任しております。
         ２.取締役常務執行役員 角地裕司は、北国総合リース株式会社の代表取締役社長を2025年2月28日をもって辞任しております。
         ３.社外取締役 大泉琢、根本直子、宇田左近、芳賀文彦および、原田喜美枝は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定
            し、同証券取引所に届け出ております。
         ４.取締役監査等委員 鳥越伸博は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、執行部門の重要な会議に出席する
            他、重要な各種情報収集や報告の受領等を継続的かつ実務的に行うためであります。
         ５.取締役監査等委員 鳥越伸博は、株式会社北國銀行の主計部門において、長年にわたり財務・会計業務に携わった経験を有しており、財務・
             会計に関する相当程度の知見を有しております。
         ６.社外取締役監査等委員 原田喜美枝の戸籍上の氏名は、原喜美枝であります。
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氏名 地位および担当 子会社での地位および担当

立 野 賢 哉 常務執行役員
経営企画部長 ー

寺 井 尚 孝 常務執行役員
経営企画部長 株式会社北國銀行　常務執行役員 経営企画部長

新 田 晃 久 常務執行役員
経営管理部長 株式会社北國銀行　常務執行役員 経営管理部長

山 本 剛 行 常務執行役員
監査部長 株式会社北國銀行　常務執行役員 監査部長

井 川 　 武 常務執行役員
システム統括部長 　ー

新 谷 敦 志 常務執行役員
システム統括部長 株式会社北國銀行　常務執行役員 システム部長

岩 間 正 樹 常務執行役員
システム統括部長 株式会社北國銀行　常務執行役員 システム部長

伊 谷 武 人 常務執行役員
マーケティング統括部長 　ー

横 越 亜 紀 常務執行役員 　ー

喜 多 雅 之 常務執行役員 　ー

井 上 純 子 執行役員
人材開発部長 株式会社北國銀行　執行役員 人材開発部長

森 崇 執行役員
法務部長 株式会社北國銀行　執行役員 法務部長

吉 川 智 章 執行役員
システム統括部長 株式会社北國銀行　執行役員 システム部長

吉 田 茂 史 執行役員
システム統括部長 株式会社北國銀行　執行役員 デジタル部長

大 江 　 聡 執行役員 ー

役員区分 報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

(名)固定報酬 業績連動金銭報酬 業績連動株式報酬
（非金銭報酬等）

監査等委員でない取締役 １０２ ４１ ４８ １１ ３

監査等委員である取締役
(うち社外取締役)

４３
(３９)

４３
(３９) ― ― ６

(５)

【ご参考】
　当社は、執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員の氏名、地位および担当、ならびに
子会社での地位および担当は次のとおりであります。

(年度末現在)

(2) 当事業年度に係る取締役の報酬等の額
①　取締役の報酬等の総額

（注）１．記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
　　　２．監査等委員でない取締役の報酬等は、2022年6月14日開催の第1期定時株主総会において、確定金額報酬の総額は年額150百万円以内、業
               績連動金銭報酬の総額は年額70百万円以内、ならびに業績連動株式報酬として交付する当社株式の総数および支給される金銭報酬債権の総
               額は、それぞれ、年80,000株以内および年額250百万円以内と決議しております。なお、当該株主総会終結時点の監査等委員でない取締
               役の員数は4名です。
　　　３．監査等委員である取締役の報酬等は、2022年6月14日開催の第1期定時株主総会において、確定金額報酬の総額は年額65百万円以内と決
　　　　　議しております。なお、当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は6名です。
　　　４．業績連動金銭報酬、業績連動株式報酬は、当事業年度中に会計上費用計上された金額を記載しております。
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②　業績連動金銭報酬に関する事項
　監査等委員でない取締役に対し、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるためROEを業績
指標とした金銭報酬を支給しており、当事業年度の当該業績指標の実績は3.7％です。当該業績指標
を選択した理由は、当事業年度の当社グループの経営成績を示す指標として適切と判断したためで
す。取締役会決議により決定された個人別の確定金額報酬を基準として、当該業績指標の達成度毎に
定める構成比率に基づいて算出しております。なお、業績連動金銭報酬は、重大な不正行為、不正行
為または重大な会計上の誤りによる決算の事後修正等に該当する場合、支給後の返還の対象となるこ
とを定めております。

③　業績連動株式報酬（非金銭報酬等）に関する事項
　監査等委員でない取締役に対し、中長期的な業績と企業価値の持続的な向上を図る更なるインセン
ティブを与えるとともに、株主の皆さまと同じ目線で、一層の価値共有を進めるため、ROEを業績
指標として、交付日から当社の取締役または執行役員その他当社取締役会で定める地位を喪失する日
までの譲渡制限期間が設定された当社の普通株式を付与しております。当事業年度の当該業績指標の
実績は3.7％です。当該業績指標を選択した理由は、当事業年度の当社グループの経営成績を示す指
標として適切と判断したためです。取締役会決議により決定された個人別の確定金額報酬を基準とし
て、当該業績指標の達成度毎に定める構成比率に基づいて算出しております。なお、業績連動株式報
酬は、重大な不正行為、不正行為または重大な会計上の誤りによる決算の事後修正等に該当する場
合、支給後の返還の対象となることを定めております。

④　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
イ．取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

各職責を踏まえた適正水準とするため、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針（以
下、「決定方針」という。）を作成し、任意の指名報酬委員会に諮問のうえ、取締役会の決議に
より定めております。

ロ．決定方針の内容の概要
a．基本方針

当社の取締役の報酬は、地域社会の発展に貢献し、企業価値の持続的な向上を図るインセンテ
ィブとして機能するよう株主利益との連動を考慮した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定
に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、監査等委
員でない取締役の報酬は、固定報酬としての確定金額報酬、業績連動報酬としての金銭報酬およ
び株式報酬により構成し、監督機能を担う監査等委員である取締役の報酬は、その職務に鑑み、
固定報酬としての確定金額報酬のみを支払うこととする。

なお、当社は持株会社として、グループ各社と一体的に報酬制度を整備・運用することとし、
グループ各社を兼職する場合は、確定金額報酬を一定割合で按分するものとする。

b．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または
条件の決定に関する方針を含む）
当社の取締役の確定金額報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて、取締役の職務遂

行の困難さ、取締役の責任の重さ、当社グループの業績、社員給与とのバランスを総合的に勘案
して決定するものとする。

c．業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動型報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金

銭報酬と株式報酬とし、毎年、一定の時期に各事業年度における達成度合いに応じて算出し決定
するものとする。具体的には、当社グループのROEを業績指標とし、取締役会決議により決定さ
れた個人別の確定金額報酬を基準として、当該業績指標の達成度毎に定める構成比率に基づいて
算出した金銭報酬および株式報酬を支給する。なお、報酬の構成比率は、以下のとおりとする。

－ 27 －



取締役社長

ROE
構成比率

確定 連動(金銭) 連動(株式) 計
8%以上 45% 30% 105% 180%

7%以上 8％未満 45% 30% 75% 150%
6%以上 7％未満 45% 30% 45% 120%
5%以上 6％未満 45% 30% 25% 100%
4%以上 5％未満 45% 25% 20% 90%
3%以上 4％未満 45% 20% 15% 80%
2%以上 3％未満 45% 15% 10% 70%
1%以上 2％未満 45% 10% 5% 60%

1％未満 45% 0% 0% 45%

取締役（社長除く）

ROE
構成比率

確定 連動(金銭) 連動(株式) 計
8%以上 50% 25% 90% 165%

7%以上 8％未満 50% 25% 65% 140%
6%以上 7％未満 50% 25% 40% 115%
5%以上 6％未満 50% 25% 25% 100%
4%以上 5％未満 50% 20% 20% 90%
3%以上 4％未満 50% 15% 15% 80%
2%以上 3％未満 50% 10% 10% 70%
1%以上 2％未満 50% 5% 5% 60%

1％未満 50% 0% 0% 50%

ROE ＝ （連結）親会社株主に帰属する当期純利益
バーゼル規制におけるコア資本の額

なお、数値目標としているROEは、以下の計算式により修正されたROEを使用するものとする。

d．金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に
対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の構成比率は、任意の指名報酬委員会の意見を尊重し、個人別の報酬等の内容

と合わせて取締役会で決定する。
e．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額（監査等委員でない取締役の確定金額報酬の額）は、任意の指名報酬委員会に
原案を諮問し、その意見を踏まえて取締役会において決定する。

ハ．当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判
断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、任意の指名報酬委員会において、報酬水

準について適切性、妥当性等の審議を行っているため、取締役会も当社の決定方針に沿うもので
あると判断しております。
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氏名 責任限定契約の内容の概要

鳥　越　伸　博 会社法第427条第1項に基づき責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償限
度額は会社法第425条第1項各号に掲げる額の合計額を上限としております。

大　泉　　　琢 　同　　上

根　本　直　子 　同　　上

宇　田　左　近 　同　　上

芳　賀　文　彦 　同　　上

原　田　喜美枝 　同　　上

(3) 責任限定契約

(4) 補償契約
該当ございません。

(5) 役員等賠償責任保険契約に関する事項
　当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して
おります。当該保険契約の被保険者の範囲は当社グループの取締役、監査等委員、監査役、執行役員、
初回付保（1994年10月）以降の退任役員および相続人であり、当該保険契約の保険料は当社が全額負
担しております。
　当該保険契約により会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなっ
た争訟費用および損害賠償金等を塡補の対象としております。被保険者の職務の執行の適正性が損なわ
れないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、塡補の
対象外としているほか、当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害について
は塡補の対象としないこととしています。
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氏名 兼職その他の状況
大　泉　　　琢 ー

根　本　直　子 早稲田大学大学院　経営管理研究科教授
株式会社みずほ銀行　取締役監査等委員（社外）

宇　田　左　近
東京都都市計画審議会委員
株式会社ドリームインキュベータ　取締役監査等委員（社外）
パシフィックコンサルタンツ株式会社　取締役（社外）
いちご株式会社　取締役（社外）

芳　賀　文　彦 宮銀デジタルソリューションズ株式会社　代表取締役社長

原　田　喜美枝
中央大学商学部教授
財務省関税・外国為替等審議会委員
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社　取締役（社外）

氏名 在任期間 取締役会等の
出席状況

取締役会等の発言その他の活動状況および
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

大　泉　　　琢 3年
6ヵ月

取 締 役 会 12
回、監査等委員
会11回 、 指 名
報酬委員会6回
のそれぞれ全て
に出席

日本銀行にて決済機構局長、発券局長を務めるなど金融実務経験が
豊富であり、株式会社セブン銀行の取締役常務執行役員を務めた経
歴を有するなど、企業経営者としての活躍を通じて培われた豊富か
つ専門的な知見を活かし、経営企画、リスクマネジメント、財務・
資本戦略、マーケティング、グローバル事業分野を中心に、取締役
会等における専門的知見に基づく積極的な発言を通じて、当社の業
務執行の監督を行っております。また、監査等委員会の委員長とし
て、監査計画や監査の重点項目の議論を主導するなど、委員会の実
効性向上にも適切な役割を果たしております。

根　本　直　子 3年
６ヵ月

取 締 役 会 12
回、監査等委員
会11回 、 指 名
報酬委員会6回
のそれぞれ全て
に出席

スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社で金融
機関に関する格付・調査業務に携わるなど金融の専門家としての活
躍を通じて培われた豊富かつ専門的な知見を活かし、財務・資本戦
略、ＥＳＧ・サスティナビリティ、グローバル、市場運用分野を中
心に、取締役会等における専門的知見に基づく積極的な発言を通じ
て、当社の業務執行の監督を行っております。また、指名報酬委員
会の委員長として、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に
ついて活発な議論を主導するなど、委員会の実効性向上にも適切な
役割を果たしております。

宇　田　左　近 1年
9ヵ月

取 締 役 会 12
回、監査等委員
会11回 、 指 名
報酬委員会6回
のそれぞれ全て
に出席

マッキンゼー・アンド・カンパニーでのコンサルティング・ファー
ムや日本郵政株式会社、株式会社ビジネス・ブレークスルー等での
豊富な経営経験に加え、株式会社荏原製作所では社外取締役として
取締役会議長を務めるなど、企業経営者としての活動を通じて培わ
れた豊富かつ専門的な知見を活かし、経営企画・経営戦略、ガバナ
ンス・リスクマネジメント、マーケティング、コンサルティング、
人事戦略の分野を中心に、取締役会等における専門的知見に基づく
積極的な発言を通じて、当社の業務執行の監督を行っております。
また、取締役会議長として、重要案件について活発な議論を主導す
るなど、取締役会の実効性向上にも適切な役割を果たしておりま
す。

芳　賀　文　彦 １年
9ヵ月

取 締 役 会 12
回、監査等委員
会11回 、 指 名
報酬委員会6回
のそれぞれ全て
に出席

日本アイ・ビー・エム株式会社で執行役員、その後キンドリルジャ
パン株式会社で専務執行役員金融事業本部長を務めるなど、企業経
営者としての活動を通じて培われた豊富かつ専門的な知見を活か
し、経営企画・経営戦略、ガバナンス・リスクマネジメント、デジ
タル・IT戦略の分野を中心に、取締役会における専門的知見に基づ
く積極的な発言を通じ当社の業務執行の監督を行っております。

原　田　喜美枝 １年
9ヵ月

取 締 役 会 12
回、監査等委員
会11回 、 指 名
報酬委員会6回
のそれぞれ全て
に出席

中央大学商学部で教授を務めるほか、財務省や金融庁の各種委員も
務めるなど、金融政策や証券・株式市場の分野での豊富かつ専門的
な知見を活かし、財務・資本戦略、ＥＳＧ・サスティナビリティ、
市場運用の分野を中心に、取締役会等における専門的知見に基づく
積極的な発言を通じて、当社の業務執行の監督を行っております。

３．社外役員に関する事項

(1) 社外役員の兼職その他の状況

(注)上記法人等と当社の間には、記載すべき重要な事項はありません。

(2) 社外役員の主な活動状況
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支給人数
（名）

当社からの報酬等の種類別の総額（百万円） 計
（百万円）

当社の親会社
等からの報酬
等（百万円）固定報酬 業績連動金銭報酬 業績連動株式報酬

（非金銭報酬等）
5 39 ― ― 39 ―

(3) 社外役員に対する報酬等

(注) 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

４．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、資本効率改善のため、適切な自己資本の水準は維持しつつ、余剰資本について成長投資と株主

還元に充当することを基本方針としております。株主の皆さまへの利益還元方針として、配当と自己株式
取得を合わせた総還元性向の水準について、50％以上となることを目指しております。
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(1) 株式数　　　　　　発行可能株式総数 58,250千株
発行済株式の総数 23,408千株 (うち自己株式612千株）

(2) 当年度末株主数 9,843名

株 主 の 氏 名 ま た は 名 称
当 社 へ の 出 資 状 況

持 株 数 等 （ 千 株 ） 持 株 比 率（％）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,128 13.72
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 2,717 11.92
北 陸 電 力 株 式 会 社 669 2.93
北國フィナンシャルホールディングス社員持株会 572 2.51
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 387 1.70
大 同 工 業 株 式 会 社 369 1.62
株 式 会 社 北 國 新 聞 社 353 1.54
沢 出 商 事 株 式 会 社 324 1.42
E I Z O 株 式 会 社 323 1.41
JP　MORGAN　CHASE　BANK　385781 299 1.31

株 式 数 交付対象者数
監査等委員でない取締役 6,720株 ３名

５．当社の株式に関する事項

（注）1. 株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2. 2024年5月10日付で実施した自己株式の消却により、発行済株式の総数は前期末と比べて1,800千株減少しております。

(3) 大株主

（注）1. 持株数等は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2. 持株比率は、自己株式（612千株）を控除して計算し、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
3. 当社子会社である北國銀行は、株式報酬制度「株式交付信託」を導入しており、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が当社の株式92千

株を取得しておりますが、自己株式には含めておりません。

(4) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告27頁「２．(2)③業績連動株式報酬（非金銭報酬等）に関する事項」に記載しております。

(5) その他株式に関する重要な事項
　　自己株式の取得

　2024年4月26日の当社取締役会決議により、以下のとおり自己株式を取得いたしました。
　　　　取得した株式の種類および数　　　　　　　普通株式　　600,800株
　　　　取得価額の総額　　　　　　　　　　　　　2,999百万円
　　　　取得期間　　　　　　　　　　　　　　　　2024年5月13日～2024年11月26日

　2025年4月30日の当社取締役会において、以下のとおり自己株式の取得を決議いたしました。
　　　　取得する株式の種類および数　　　　　　　普通株式　　250,000株(上限）
　　　　取得価額の総額　　　　　　　　　　　　　1,000百万円（上限）
　　　　取得期間　　　　　　　　　　　　　　　　2025年5月12日～2026年3月31日

　　自己株式の消却
　2025年4月30日の当社取締役会決議により、以下のとおり自己株式を消却いたしました。

　　　　消却した株式の種類および数　　　　　　　普通株式　　500,000株
　　　　消却日　　　　　　　　　　　　　　　　　2025年5月9日
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　  連結計算書類
連結貸借対照表（2025年３月31日現在）

科　　　目 金　　　額 科　　　目 金　　　額
（資　産　の　部）

現金預け金
コールローン及び買入手形
買入金銭債権
金銭の信託
有価証券
貸出金
外国為替
リース債権及びリース投資資産
その他資産
有形固定資産

建物
土地
建設仮勘定
その他の有形固定資産
無形固定資産

ソフトウェア
のれん
その他の無形固定資産
退職給付に係る資産
繰延税金資産
支払承諾見返
貸倒引当金

　

1,653,620
152,000
3,133
13,508

1,872,071
2,599,491

5,485
42,223
19,950
45,089
11,787
16,212
12,429
4,660
13,250
11,963

963
324
2,060
13,941
18,878
△61,634

　

（負　債　の　部）
預金 4,884,810
コールマネー及び売渡手形 559,680
債券貸借取引受入担保金 599,306
借用金 6,174
外国為替 0
社債 20,000
信託勘定借 136
その他負債 79,548
賞与引当金 701
役員株式給付引当金 350
睡眠預金払戻損失引当金 47
繰延税金負債 1,335
再評価に係る繰延税金負債 1,208
支払承諾 18,878
負債の部合計 6,172,180

（純 資 産 の 部）
資本金 10,000
資本剰余金 10,750
利益剰余金 200,709
自己株式 △3,484
株主資本合計 217,975
その他有価証券評価差額金 △10,813
繰延ヘッジ損益 1,539
土地再評価差額金 1,914
退職給付に係る調整累計額 1,404
その他の包括利益累計額合計 △5,954
非支配株主持分 8,869
純資産の部合計 220,889

資産の部合計 6,393,070 負債及び純資産の部合計 6,393,070

(単位：百万円)
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連結損益計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

科　　　　　　目 金　　　　　　額

経常収益 89,576

資金運用収益 47,287

貸出金利息 26,676

有価証券利息配当金 16,964

コールローン利息及び買入手形利息 1,395

預け金利息 2,134

その他の受入利息 116

信託報酬 0

役務取引等収益 11,107

その他業務収益 16,345

その他経常収益 14,834

償却債権取立益 419

その他の経常収益 14,414

経常費用 77,277

資金調達費用 9,851

預金利息 2,364

譲渡性預金利息 11

コールマネー利息及び売渡手形利息 1,555

債券貸借取引支払利息 5,398

借用金利息 36

社債利息 179

その他の支払利息 305

役務取引等費用 3,908

その他業務費用 20,101

営業経費 34,274

その他経常費用 9,141

貸倒引当金繰入額 6,007

その他の経常費用 3,133

経常利益 12,298

特別利益 17

固定資産処分益 17

特別損失 677

固定資産処分損 323

減損損失 354

税金等調整前当期純利益 11,638

法人税、住民税及び事業税 3,510

法人税等調整額 △311

法人税等合計 3,199

当期純利益 8,438

非支配株主に帰属する当期純利益 317

親会社株主に帰属する当期純利益 8,120

(単位：百万円)

－ 34 －



　  計算書類
第4期末 （2025年３月31日現在）貸借対照表

科　　　目 金　　　額 科　　　目 金　　　額
(資　産　の　部)

流動資産
現金及び預金
未収収益
未収還付法人税等
その他

固定資産
投資その他の資産

関係会社株式
その他

　

18,013
15,244
2,726

0
42

179,628
179,628
179,606

21

　

（負　債　の　部）
流動負債 902

未払金 359
未払費用 294
未払法人税等 7
未払消費税等 62
預り金 78
賞与引当金 57
その他 41

負債の部合計 902
（純 資 産 の 部）

株主資本 196,740
資本金 10,000
資本剰余金 184,654

資本準備金 2,500
その他資本剰余金 182,154
利益剰余金 5,130

その他利益剰余金 5,130
繰越利益剰余金 5,130

自己株式 △3,044
純資産の部合計 196,740

資産の部合計 197,642 負債及び純資産の部合計 197,642

(単位：百万円)
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第4期 （2024年４月１日から2025年３月31日まで） 損益計算書
科　　　　　　目 金　　　　　　額

営業収益 8,052

関係会社受取配当金 5,591

関係会社受入手数料 2,460

営業費用 3,105

販売費及び一般管理費 3,105

営業利益 4,947

営業外収益 10

受取手数料 0

雑収入 10

営業外費用 1

支払手数料 1

雑損失 0

経常利益 4,956

特別損失 442

関係会社株式評価損 442

税引前当期純利益 4,514

法人税、住民税及び事業税 3

法人税等調整額 123

法人税等合計 127

当期純利益 4,386

(単位：百万円)
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　  監査報告

指 定 社 員 公認会計士 髙 村 藤 貴業 務 執 行 社 員
指 定 社 員 公認会計士 杉 田 昌 則業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2025年５月13日

株式会社　北國フィナンシャルホールディングス
　取　締　役　会　御　中

かなで監査法人
東　京　都　中　央　区

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社北國フィナンシャルホールディングスの２０２４年
４月１日から２０２５年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行っ
た。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
会社北國フィナンシャルホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　　上
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指 定 社 員 公認会計士 髙 村 藤 貴業 務 執 行 社 員
指 定 社 員 公認会計士 杉 田 昌 則業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2025年５月13日

株式会社　北國フィナンシャルホールディングス
　取　締　役　会　御　中

かなで監査法人
東　京　都　中　央　区

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社北國フィナンシャルホールディングスの２０
２４年４月１日から２０２５年３月３１日までの第４期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監
査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計
算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

会計監査人の監査報告書　謄本
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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監査報告書
　当監査等委員会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第４期事業年度における取締役の職務の執行について監査いた
しました。その方法及び結果につき以下の通り報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づ
き整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を
受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門及び内部統

制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて
説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締
役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われるこ
とを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日
企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報

告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 かなで監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人 かなで監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます｡

2025年5月14日
株式会社 北國フィナンシャルホールディングス　監査等委員会

常勤監査等委員 鳥　越　伸　博
監 査 等 委 員 大　泉　　琢
監 査 等 委 員 根　本　直　子
監 査 等 委 員 宇　田　左　近
監 査 等 委 員 芳　賀　文　彦
監 査 等 委 員 原　田　喜美枝

(注) １．監査等委員　大泉琢、根本直子、宇田左近、芳賀文彦及び原田喜美枝は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に
規定する社外取締役であります。

　　　　２．監査等委員は、電子署名をしております。

監査等委員会の監査報告書　謄本

以　上
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会　　場
北國フィナンシャルホールディングス本社ビル３階メインホール
（当日の受付開始は午前９時を予定しております。）
金沢市広岡二丁目12番6号　電話 076－263－1111

株主総会会場ご案内略図
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金沢港口

※本社ビル駐車場は工事中のため使用できません。
　公共の交通機関をご利用くださいますようお願い申しあげます。
　金沢駅金沢港口からは地下道(「広岡2丁目方面」出口)をご利用いただくと便利です。
　地下道の出入り口にはエレベーターが設置されており、バリアフリールートになっております。


